
基本指針について

社会保障審議会
介護保険部会（第90回） 資料１－１

令和２年２月21日

１．第８期の基本指針の位置付け

○ 介護保険法第116条において、厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法
律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な
指針（以下「基本指針」という。）を定めることとされている（現在の基本指針は平成30年３月13日厚生労
働省告示第57号として告示）。

○ 都道府県及び市町村は、基本指針に即して、３年を一期とする都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介
護保険事業計画を定めることとされており、基本指針は計画作成上のガイドラインの役割を果たしている。

○ 基本指針では、以下の事項について定めることとされている。
・ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
・ 市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって
参酌すべき標準その他市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

・ その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

○ 基本指針では、第６期（平成27年度～29年度）以降の市町村介護保険事業計画は、「地域包括ケア計画」と
位置付け、2025年までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築することとしている。

○ 第８期（令和３年度～５年度）においては、第７期計画での目標や具体的な施策を踏まえ、2025年を目指し
た地域包括ケアシステムの整備、更に現役世代が急減する2040年の双方を念頭に、高齢者人口や介護サービ
スのニーズを中長期的に見据えることについて第８期計画に位置付けることが求められる。
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現状・課題

２．現段階における、第８期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュール

３．第７期介護保険事業（支援）計画の状況

（計画の記載事項）

○ 市町村が策定する第７期介護保険事業計画については、以下について記載することとされている。

【基本的記載事項】
・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
・各年度における地域支援事業の量の見込み
・被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪
化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標 等

【任意的記載事項】
・地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項
（在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、地域ケア会議の推
進、高齢者の居住安定に係る施策との連携）
・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量の確保のための方策
・各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込み量の確保のための方策
・介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項
・介護給付等対象サービスの種類ごとの量・要する費用の額、地域支援事業の量・要する費用の額、保険料の水準に関する
中長期的な推計（2025年度の推計）
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現状・課題

２．現段階における、第８期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュール

３．第７期介護保険事業（支援）計画の状況

（計画の記載事項）

○ 市町村が策定する第７期介護保険事業計画については、以下について記載することとされている。

【基本的記載事項】
・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
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・被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪
化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標 等

【任意的記載事項】
・地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項
（在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、地域ケア会議の推
進、高齢者の居住安定に係る施策との連携）
・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量の確保のための方策
・各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込み量の確保のための方策
・介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項
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○ また、都道府県が策定する第７期介護保険事業支援計画については、以下について記載することとされている。

【基本的記載事項】
・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
・市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽
減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標 等

【任意的記載事項】
・地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項
（在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、地域ケア会議の推
進、介護予防の推進、高齢者の居住安定に係る施策との連携）
・介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
・地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
・介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項
・介護サービス情報の公表に関する事項 等

（基盤・サービス整備、地域支援事業の見込み）
○ 第７期介護保険事業計画における介護給付等対象サービスの量の見込みは、平成29年度実績値に対して令和2年度で

在宅サービスが約10％増加（特に、小規模多機能型居宅介護（約32％）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（約
84％）、看護小規模多機能型居宅介護（約172％）といった地域密着型サービスの増加が大きい）、居住系サービスが
約17％増加、施設サービスは約10％増加となっている。

○ また、地域支援事業の量（費用）の見込みは、令和２年度が介護予防・日常生活支援総合事業費4103億円、包括
的支援事業・任意事業費2296億円、合計で6399億円となっている。

現状・課題
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4

（自立支援・重度化防止、介護給付の適正化の取組・目標）
○ 第７期介護保険事業計画で新たに記載することとされた、市町村の自立支援・重度化防止の取組と目標については、例え

ば、①「介護予防の推進」という目標に対して、住民主体の「通いの場」の立ち上げ強化のために研修会の実施や補助金の創
設を実施、また、②「自立支援型のケアマネジメントの充実」という目標に対して、専門職が参画する地域ケア会議を実施する
等、各市町村において設定された取組・目標について実施されているところ。

○ また、都道府県の自立支援・重度化防止の市町村支援の取組と目標については、例えば、①「介護予防及び地域リハビリ
テーションの推進」という目標に対して、市町村に対して地域づくりアドバイザーを派遣するなど住民主体の「通いの場」立ち上げ
の支援、また、②「地域ケア会議の機能向上の推進」という目標に対して、自立支援型地域ケア会議を推進するために地域
ケア会議参加対象者向けに実践研修の実施による支援を行う等、各都道府県において設定された取組・目標について実施
されているところ。

現状・課題
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減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標 等

【任意的記載事項】
・地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項
（在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、地域ケア会議の推
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・介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
・地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
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１ 2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 P7～12参照
○2025・2040年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえて計画を策定
※基盤整備を検討する際、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備、地域医療構想との整合性（病床の機能分化及び連携に伴
い生じるサービス必要量に関する整合性の確保）を踏まえる必要がある旨は第７期から記載。
※指定介護療養型医療施設の設置期限（2023年度末）までに確実な転換等を行うための具体的な方策について記載。
※第８期の保険料を見込むに当たっては直近（2020年４月サービス分以降）のデータを用いる必要がある。

２ 地域共生社会の実現 P13～15参照
○地域共生社会の実現に向けた考え方や取組について記載

３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）P16～24参照
○一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクル沿った推進」、「専門職の関与」、「他の事業との連携」について記載
○自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組みの例示として就労的活動等について記載
○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定
〇保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載。（一般会計による介護予防等に資する独自事業等について記載。）
〇在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載
〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に記載
○PDCAサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備について記載

４ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化
〇住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載
〇整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案して計画を策定

５ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 P25参照
○認知症施策推進大綱等を踏まえ、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症施策の推進について５つの柱に基づき記載。（普及啓発の取組や
チームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充等について記載。）

○教育等他の分野との連携に関する事項について記載

６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 P10,26～29参照
○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について記載
〇介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、介護現場革新の具体的な方策を記載

○総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてポイント制度や有償ボランティア等について記載
○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載
〇文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載

基本指針について
第８期計画において記載を充実する事項（案）

6

■ 第8期の基本指針においては、介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて、以下に
ついて記載を充実してはどうか。

保険者別の介護サービス利用者数の見込み

〇 各保険者（福島県内の保険者を除く）における、2040年までの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを
過ぎ減少に転じた保険者もある一方、都市部を中心に2040年まで増え続ける保険者が多い。
〇 また、最も利用者数が多くなる年の利用者数の2018年の利用者数との比（増加率）をみると、ほとんど増加し
ない保険者がある一方、２倍超となる保険者も存在する。

※ 2018年度介護保険事業状況報告（厚生労働省）、2017年度介護給付費等実態調査（厚生労働省））から、保険者別の年齢階級別・サービス類型別・要介護度別利用率を算出し、
当該利用率に推計人口（日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）を乗じて、2025年以降５年毎に2040年までの保険者別の推計利
用者数を作成（推計人口が算出されていない福島県内の保険者を除く）。

【保険者別 2040年までの間にサービス利用者数が最も多い年】 【保険者別 2040年までの間にサービス利用者数が最も多い年の利用者数の増加率】

2040年
2035年
2030年
2025年
2018年
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※基盤整備を検討する際、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備、地域医療構想との整合性（病床の機能分化及び連携に伴
い生じるサービス必要量に関する整合性の確保）を踏まえる必要がある旨は第７期から記載。
※指定介護療養型医療施設の設置期限（2023年度末）までに確実な転換等を行うための具体的な方策について記載。
※第８期の保険料を見込むに当たっては直近（2020年４月サービス分以降）のデータを用いる必要がある。

２ 地域共生社会の実現 P13～15参照
○地域共生社会の実現に向けた考え方や取組について記載

３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）P16～24参照
○一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクル沿った推進」、「専門職の関与」、「他の事業との連携」について記載
○自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組みの例示として就労的活動等について記載
○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定
〇保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載。（一般会計による介護予防等に資する独自事業等について記載。）
〇在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載
〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に記載
○PDCAサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備について記載

４ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化
〇住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載
〇整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案して計画を策定

５ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 P25参照
○認知症施策推進大綱等を踏まえ、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症施策の推進について５つの柱に基づき記載。（普及啓発の取組や
チームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充等について記載。）

○教育等他の分野との連携に関する事項について記載

６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 P10,26～29参照
○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について記載
〇介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、介護現場革新の具体的な方策を記載

○総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてポイント制度や有償ボランティア等について記載
○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載
〇文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載

基本指針について
第８期計画において記載を充実する事項（案）

6

■ 第8期の基本指針においては、介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて、以下に
ついて記載を充実してはどうか。

保険者別の介護サービス利用者数の見込み

〇 各保険者（福島県内の保険者を除く）における、2040年までの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを
過ぎ減少に転じた保険者もある一方、都市部を中心に2040年まで増え続ける保険者が多い。
〇 また、最も利用者数が多くなる年の利用者数の2018年の利用者数との比（増加率）をみると、ほとんど増加し
ない保険者がある一方、２倍超となる保険者も存在する。

※ 2018年度介護保険事業状況報告（厚生労働省）、2017年度介護給付費等実態調査（厚生労働省））から、保険者別の年齢階級別・サービス類型別・要介護度別利用率を算出し、
当該利用率に推計人口（日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）を乗じて、2025年以降５年毎に2040年までの保険者別の推計利
用者数を作成（推計人口が算出されていない福島県内の保険者を除く）。

【保険者別 2040年までの間にサービス利用者数が最も多い年】 【保険者別 2040年までの間にサービス利用者数が最も多い年の利用者数の増加率】

2040年
2035年
2030年
2025年
2018年
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○ 第８期計画においては、２０２５年、２０４０年のサービス需要の見込を踏まえ、施設サービス、居住
系サービス、地域密着型サービスをバランス良く組み合わせて整備することが重要。

○ また、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備（約５０万人分）、医療計画、地域医療構想と
の整合性を踏まえる必要がある。

○ 令和２年度予算案において、次ページのとおり地域医療介護総合確保基金のメニューを拡充し、
サービス基盤整備を支援することとしている。

2025年・2040年を見据えたサービス基盤の整備について

①大きな傾向

2021 2023 2030 2040 2021 2023 2030 2040 2021 2023 2030 2040

利用者数 利用者数 利用者数

② ②

②
③ ③

③

【傾向１】 【傾向２】 【傾向３】

②’

③’

＜参考＞2025年、2040年に向けての地域におけるサービス需要のイメージ

（※１）2025年・2040年を見据え、①サービス基盤の大きな傾向を把握し、その上で②サービス整備の絶対量、③期間（角度②/③）を勘案
して第８期計画を策定することが重要。

（※２）傾向２、３のようにサービス需要が成熟化する保険者であっても、サービス需要の見込（②、②’）に合わせて過不足ないサービス基
盤の整備が必要。広域型施設である介護保険施設、地域密着型サービスを組み合わせ、周辺保険者のサービスニーズを踏まえ都
道府県等とも連携して広域的な整備を進めることが必要。 8

令和２年度からの地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備分）のメニューの充実案

介護離職ゼロ５０万人受け皿整備と老朽化した特養等の広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護施設等の整備（創設）を行う
際にあわせて行う、定員３０名以上の広域型施設の大規模修繕・耐震化について補助する。 ※令和５年度までの実施。

介護施設等の整備にあわせて行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備（新規）

高齢者向け住まいが都市部を中心に多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、「介護離職ゼロ」に向けて、介護サービス基盤として介
護付きホーム（特定施設入居者生活介護）も含めて、その整備促進していくことが適当であることから、特定施設入居者生活介護の指定を受ける
介護付きホームも補助対象に追加する。

介護付きホームの整備促進（拡充）

外国人を含む介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が介護職員用の宿舎を整備する費用の一部を補助することによって、介護職員が
働きやすい環境を整備する。 ※令和５年度までの実施。

介護職員の宿舎施設整備（新規）

居住環境の質を向上させるために行う多床室のプライバシー保護のための改修について、これまでの特別養護老人ホームに加えて、併設されるショー
トステイ用居室を補助対象に追加する。

特養併設のショートステイ多床室のプライバシー保護改修支援（拡充）

介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICTの導入を補助対象に追加する。
※令和５年度までの実施。

施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICTの導入支援（拡充）

介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点から、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費
について補助する。

介護施設等における看取り環境の整備推進（新規）

平成29年度の介護保険法等の改正により新たに位置付けられた共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害
児・者を受け入れるために必要な改修・設備について補助する。

共生型サービス事業所の整備推進（新規）
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市町村が地域住民の健康づくりと防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域の場を設置するため、介護予防拠点（通いの場等）にお
ける地域住民の健康づくりと防災の意識啓発のための取組を補助対象に追加する。

介護予防拠点（通いの場等）における健康づくりと防災の意識啓発の取組支援（拡充）
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○ 第８期計画においては、２０２５年、２０４０年のサービス需要の見込を踏まえ、施設サービス、居住
系サービス、地域密着型サービスをバランス良く組み合わせて整備することが重要。

○ また、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備（約５０万人分）、医療計画、地域医療構想と
の整合性を踏まえる必要がある。

○ 令和２年度予算案において、次ページのとおり地域医療介護総合確保基金のメニューを拡充し、
サービス基盤整備を支援することとしている。

2025年・2040年を見据えたサービス基盤の整備について

①大きな傾向

2021 2023 2030 2040 2021 2023 2030 2040 2021 2023 2030 2040

利用者数 利用者数 利用者数

② ②

②
③ ③

③

【傾向１】 【傾向２】 【傾向３】

②’

③’

＜参考＞2025年、2040年に向けての地域におけるサービス需要のイメージ

（※１）2025年・2040年を見据え、①サービス基盤の大きな傾向を把握し、その上で②サービス整備の絶対量、③期間（角度②/③）を勘案
して第８期計画を策定することが重要。

（※２）傾向２、３のようにサービス需要が成熟化する保険者であっても、サービス需要の見込（②、②’）に合わせて過不足ないサービス基
盤の整備が必要。広域型施設である介護保険施設、地域密着型サービスを組み合わせ、周辺保険者のサービスニーズを踏まえ都
道府県等とも連携して広域的な整備を進めることが必要。 8

令和２年度からの地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備分）のメニューの充実案

介護離職ゼロ５０万人受け皿整備と老朽化した特養等の広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護施設等の整備（創設）を行う
際にあわせて行う、定員３０名以上の広域型施設の大規模修繕・耐震化について補助する。 ※令和５年度までの実施。

介護施設等の整備にあわせて行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備（新規）

高齢者向け住まいが都市部を中心に多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、「介護離職ゼロ」に向けて、介護サービス基盤として介
護付きホーム（特定施設入居者生活介護）も含めて、その整備促進していくことが適当であることから、特定施設入居者生活介護の指定を受ける
介護付きホームも補助対象に追加する。

介護付きホームの整備促進（拡充）

外国人を含む介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が介護職員用の宿舎を整備する費用の一部を補助することによって、介護職員が
働きやすい環境を整備する。 ※令和５年度までの実施。

介護職員の宿舎施設整備（新規）

居住環境の質を向上させるために行う多床室のプライバシー保護のための改修について、これまでの特別養護老人ホームに加えて、併設されるショー
トステイ用居室を補助対象に追加する。

特養併設のショートステイ多床室のプライバシー保護改修支援（拡充）

介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICTの導入を補助対象に追加する。
※令和５年度までの実施。

施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICTの導入支援（拡充）

介護施設等における看取りに対応できる環境を整備する観点から、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費
について補助する。

介護施設等における看取り環境の整備推進（新規）

平成29年度の介護保険法等の改正により新たに位置付けられた共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害
児・者を受け入れるために必要な改修・設備について補助する。

共生型サービス事業所の整備推進（新規）
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市町村が地域住民の健康づくりと防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域の場を設置するため、介護予防拠点（通いの場等）にお
ける地域住民の健康づくりと防災の意識啓発のための取組を補助対象に追加する。

介護予防拠点（通いの場等）における健康づくりと防災の意識啓発の取組支援（拡充）
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地域医療介護総合確保基金（介護人材分）令和２年度拡充分

都道府県における総合的な方針のもと、介護現場により身近な市区町村が介護人材確保の基盤（プラットホー
ム）を構築しながら、地域の課題に応じた効果的な施策が展開できるよう新規メニューの創設や内容を拡充。

※事業の実施形態は下記を選択可能
①市区町村等が上記の事業を実施する場合に都道府県が補助、②都道府県自らが上記事業を実施（委託可）

参入促進 資質の向上労働環境等の改善

【離職の防止等】
④介護職員に対する悩み相談窓口設置事業（新）
⑤介護事業所におけるハラスメント対策推進事業（新）
⑥若手介護職員交流推進事業（新）
⑦介護事業所における両立支援等環境整備事業（新）

【業務負担軽減・生産性の向上】
⑧介護ロボット導入支援事業の拡充
⑨ＩＣＴ導入支援事業の拡充
⑩介護事業所に対する業務改善支援事業の拡充
（パイロット事業の全国展開）
※⑧～⑩の拡充分は令和５年度までの実施

【外国人介護人材への対応】
⑪外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業（新）

市区町村において、関係機関・団体との連携を図りつつ、総合的な介護人材確保を推進する
ための基盤を構築。（人材確保に向けた中核機関や協議会の設置等）

⑮市区町村介護人材確保プラットホーム構築事業新

①介護分野への元気高齢者等参入促
進セミナー事業（新）

②介護人材確保のためのボランティア
ポイントの活用（新）

③地域の支え合い・助け合い活動継続
のための事務手続き等支援事業（事
務お助け隊）（新）

離島、中山間地域等支援

⑭離島、中山間地域等における介護人材
確保支援事業

人口減少や高齢化が急速に進む離島や中山
間地域等における介護人材の確保に向けた
取組を支援

新

※基金事業の拡充に伴い都道府県の体制強化も併せて図る必要があるため、「介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等）」の機能を強化して対応。

⑫チームオレンジ ・ コーディ
ネーター研修等事業（新）

⑬介護相談員育成に係る研修支援事業
（新）

チームオレン
ジ

令和2年度予算（案）：
国費：82億円
（公費：124億円）

10

●介護療養病床は平成18年4月から平成31年4月までに約8.4万床減少した 。

● 平成31年4月末時点の介護療養病床は36,574床であり、都市部に多い傾向が認められる。

【出典】病院報告（平成31年4月分概数）
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介護療養病床数（平成31年4月分概数）
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